
製品安全の潮流と流通事業者に
求められる役割

平成２６年１０月

経済産業省

製品安全課



３．事故情報の収集

１．事前規制

２．経年劣化対策

製品事故被害の拡大防止

経済産業省の製品安全政策の体系
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製品事故の未然防止

製品事故の未然防止
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〇 製品安全４法では､危害発生のおそれがある製品を指定し､製造・輸入事業
者に対して国が定めた技術基準の遵守を求め、技術基準に適合した製品に
ＰＳマークの表示を義務付け。

〇 特に危害発生のおそれが高い特別特定製品等（◇ＰＳマーク）は、事業者の
自主検査に加え、国に登録した検査機関での検査を義務付け。

１－１ 事前規制（製品安全４法の技術基準適合義務）
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＜製品安全４法＞

◇消費生活用製品安全法 【ライター、レーザーポインター、ベビーベッド、石油ストーブ 等】

◇電気用品安全法 【エアコン、ＬＥＤランプ、延長コード、冷蔵庫、電子レンジ 等】

◇ガス事業法 【ガスこんろ、ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま 等】

◇液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 【ガスこんろ、ガス瞬間湯沸器 等】

＜製品安全４法＞

◇消費生活用製品安全法 【ライター、レーザーポインター、ベビーベッド、石油ストーブ 等】

◇電気用品安全法 【エアコン、ＬＥＤランプ、延長コード、冷蔵庫、電子レンジ 等】

◇ガス事業法 【ガスこんろ、ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま 等】

◇液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 【ガスこんろ、ガス瞬間湯沸器 等】



１－２ 製品安全４法の指定品目とＰＳマーク
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○販売事業者等はＰＳマーク表示がない製品を販売・陳列してはならない。

＜指定品目数＞
●消安法（１０品目）

４品目 ６品目

●電安法（４５７品目）

１１６品目 ３４１品目

●ガス事業法（８品目）

４品目 ４品目

●液石法（１６品目）

７品目 ９品目
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対象製品 【６品目】 経年劣化の事故が多い製品

エアコン換気扇扇風機

２槽式洗濯機全自動洗濯機ブラウン管テレビ

２－１ 経年劣化対策（長期使用製品安全表示制度）

４０年以上の使用によってコンデンサーの絶縁
性能が低下し内部がショートして出火。

古い扇風機による事故

〇 製造・輸入事業者に対して、経年劣化の事故が多い扇風機、エアコン、洗濯
機などの製品に、「製造年」、「設計上の標準使用期間」等を表示することを
義務付けて、消費者に注意を喚起。

〇 販売事業者に義務はないが、表示の有無等を確認することが求められる。

平成２１年４月以降に販売した製品が対象



特定保守製品【９品目】

○製造・輸入事業者の義務
・特定保守製品に「設計上の標準使用期間
（安全に使用できる期間）」を設定
・登録された所有者情報の管理
・点検時期の到来を所有者に通知
・所有者の依頼に応じて製品を点検 等

２－２ 経年劣化対策（長期使用製品安全点検制度）
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販売者は所有者に
点検制度を説明

点検依頼
点検時期
の通知

所有者票をメーカー
に返送（所有者登
録）

製品を点検

製品に同梱されている所
有者票に必要事項を記入

特定保守製品
購入から点検
までの流れ

※点検は有料

○販売事業者等の義務
特定保守製品を購入者（所有者）に引き渡

す際に、製品に同梱されている所有者票の記
載内容を説明。

所有者の承諾があれば、
販売者が所有者票を代行記入し

投函することが可能。

所有者の承諾があれば、
販売者が所有者票を代行記入し

投函することが可能。

平成２１年４月以降に販売した製品が対象



死亡 26件

重傷

145件

火災

768件

一酸化炭

素中毒 2件
製造・輸入事業者

報告義務

３－１ 重大製品事故情報の国への報告義務
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〇製造・輸入事業者が、重大製品事故の発生を知ったときは、１０日以内に消費
者庁に報告することを義務付け。また、販売事業者等が、重大製品事故の発
生を知ったときは、製造・輸入事業者に通知する責務がある。

重傷：治療期間３０日以上
火災：消防が確認したもの

命令・指導・注意喚起

平成２１年９月より、重大製品事故情報の収集・公表を消費者庁
が担当、事故原因究明等を経済産業省が担当。

（平成２５年度 ９４１件）

Ｘ線ＣＴ装置による内部調査

重大製品事故
の発生

ハロゲンヒーターの火災事故発生

消費者庁・経済産業省

公表
ＮＩＴＥ（製品評価技術基盤機構）
事故原因究明調査

販売事業者
通知の責務



３－２ 非重大製品事故情報のＮＩＴＥへの通知

重大製品事故

非重大製品事故

製造・輸入事業者

の報告義務

●事業者への改善指導
●技術基準改正等に反映
●消費者への注意喚起 等

消費者庁
経済産業省
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〇 事業者等が、ヒヤリハットやケガ、火傷などの軽微な事故等の情報を知った
ときは、ＮＩＴＥ（製品評価技術基盤機構）への通知を求めている。

〇 ＮＩＴＥは、事故原因の究明調査を実施し、調査結果を定期的に公表。

ヒヤリハット、ケガ、火傷などの軽度な事故、火災に至らない製品内部の焼
損・発煙・発火・異常発熱 等 年間２５００～３０００件

事業者、消費者、消費者センター、地方

自治体、消防、警察等の任意通知

非重大製品事故通知

○調査結果を四半期ごとに公表

○事故情報速報の公表
（毎週金曜日）

○事故原因究明調査

○事故動向等解析専門
委員会で審議

注意喚起のため
の冊子やリーフ
レット等の発行

インターネット等によ
る情報提供、
メールマガジンの配信

講師派遣、啓発セ
ミナー等の公開

年間１０００件



４－１ 消費生活用製品におけるリコールの実施
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〇 製造・輸入事業者は、製品事故の発生又は事故の兆候を発見した段階で、自
主リコールを実施。平成２５年度は、新たに１１６件のリコールを開始。

〇 製造・輸入事業者は、「リコール開始届出」を経済産業省に提出し、新聞への
社告やチラシの配布等を行ってリコール情報を消費者に周知。

〇 販売事業者等は、製造・輸入事業者が行うリコールに協力する責務がある。

リコール社告の新聞掲載事例

リコールチラシの事例

＊重大製品事故契機のリコールについては、経済産業省からもプレス公表を実施

リコール開始件数 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

重大事故契機 52 45 22 18 21 17 17
非重大事故契機 127 120 108 109 92 74 99

計 179 165 130 127 113 91 116



４－２ リコール未対策品による重大製品事故の発生
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〇 リコール実施中に、未回収・未修理等の「リコール未対策品」による重大製
品事故（火災等）が年間１００件以上発生し、死亡事故も報告。

〇 リコール未対策品の事故は、重大製品事故の約１割に上り、石油給湯器、
電気こんろ、電子レンジの未対策品に事故が多発。

重大製品事故報告に占めるリコール未対策品の割合 重大製品事故が再発しているリコール未対策品重大製品事故が再発しているリコール未対策品

平成２５年２月、長崎県のグループホームで、リコール中の加湿器を火元
とする火災が発生して５名が死亡。平成２５年３月に、経済産業省はＴＤＫ
㈱に対して、法に基づく危害防止命令を発動。

＊【 】の数字は、平成１９年以降に発生した重大製品事故件数
リコール中の加湿器による重大製品事故

10.3%
9.5% 9.0%

10.5%

8.0%

10.4% 10.2%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

※リコール同一原因の件数 ※別途、調査中の案件もある



５－１．製品の安全を確保する自主的取組の促進

〇 近年、市場のグローバル化がますます進展し、あらゆる製品が国境を越え
て世界中に流通。日本にも中国製をはじめ海外製品の輸入が増加。

〇 また、製品の流通・販売形態も多様化し、インターネットで世界中から商品を
購入できる時代。

〇 経済環境が刻々と変化する中で、守るべき最低限のルールを定めた法律の
規制だけでは、製品の安全レベルを高めることは困難。
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製品安全４法制定時（昭和30～40年代） 現在

国内製造事業者が法に基づく義務を履行
サプライチェーンを構成する事業者全体で
製品の安全を確保

〇 製造・輸入事業者に加えて、流通、卸、販売、設置といったサプライ
チェーンを構成する事業者全体で製品安全に取り組むことが不可欠で
あり、事業者の自主的取組が求められている。

〇 製造・輸入事業者に加えて、流通、卸、販売、設置といったサプライ
チェーンを構成する事業者全体で製品安全に取り組むことが不可欠で
あり、事業者の自主的取組が求められている。



５－２ 流通事業者に期待される役割

〇 産業構造審議会 流通部会 報告書（平成２４年９月）において、流通事業者が
製品安全に果たす役割が重要視されるとの報告がなされた。
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産業構造審議会流通部会報告書（抜粋）

〇 消費者委員会から経済産業大臣に対して、販売事業者の具体的、効果的な
リコールの実施方法等の検討を行うよう建議がなされた（平成２５年２月）。

〇 経済産業省は、対策の実施状況を消費者委員会に報告（平成２５年８月）

経済産業省は、販売事業者等の実態をより調査し、リコール対象製品を購入
した消費者への情報提供に係る消費生活用製品安全法に定められた義務等の
具体的かつ効果的な実施方法について検討を行うこと。

消費者事故未然防止のための情報周知徹底に向けた対応策についての建議（抜粋）

従来、製品安全は製造事業者や輸入事業者の責任であるとされてきた。しかし、
消費者の安全・安心に対する要望の高まりとともに、流通事業者は、製造事業者や
輸入事業者の責任を前提としつつも、直接消費者に対して、商品に関する情報を提
供する立場にあり、また製造・輸入事業者と消費者を繋ぐ重要な位置にいることか
ら、製品安全に果たす役割が重要視されつつあるところである。

経済産業省は、販売事業者等の実態をより調査し、リコー
ル対象製品を購入した消費者への情報提供に係る消費生
活用製品安全法に定められた義務等の具体的かつ効果的
な実施方法について検討を行うこと。

＊産業構造審議会流通部会：経済産業大臣の諮問に応じ、流通分野に関する重要事項を調査審議する部会

＊消費者委員会：内閣府に設置され、消費者問題について調査審議し、建議等を行う機関
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○製造・輸入事業者から報告されたリコール情報を、経済産業省から流通事業者
団体等に提供し、販売事業者経由で消費者に届けるスキームを構築し運用。

５－３ 流通事業者のリコール協力の取組

流通事業者とのリコール協力体制

製造
事業者

輸入
事業者

流通事業者

家電量販、地域中小家電
ホームセンター、
通信販売・インターネット販売
福祉用具販売 等

消費者

報
告

リコール情報等の
周知

意
見
・要
望

協力

リ
コ
ー
ル
情
報

等
の
提
供

指
導

注意
喚起

Ｅメール
電話連絡
店頭掲示
（ポスター）
ホームページ掲載
等

新聞社告、ホームページ掲載、チラシ配布、テレビＣＭ 等

リコール情報等の周知

【協力団体】

（平成26年7月現在）

①大手家電流通協会

②全国電機商業組合連合会

③日本ＤＩＹ協会

④日本通信販売協会

⑤日本福祉用具・生活支援
用具協会

⑥日本福祉用具供給協会

⑦Amazon.co.jp 

⑧日本リユース機構

⑨ジャパン・リサイクル・

アソシエーション

⑩日本チェーンストア協会

ダイレクトメー
ル送付



５－４ 流通事業者向けガイドの策定・公表

【共通指針】
業務フローのプロセスごとに製品安全の具
体的な取組を記載

１．供給者の選定
２．製品の企画・設計・生産
３．製品仕入
４．製品の物流
５．製品販売
６．アフターサービス
７．製品事故・製品不具合発生時
８．ステークホルダーとの連携・協働
９．経営資源の運用管理

【安全原則】
全ての流通事業者が取り組むべ
き製品安全の基本方針を記載

●基本方針
流通事業者の社会的責任

●行動原則
１．経営者の責務
２．方針・目標・計画の策定
３．組織体制の整備
４．業務フローにおける取組
５．自己評価・監査・是正

ガイドの体系

個別指針

共通指針

安全原則

【個別指針】 流通事業者の特色（販売形態、取扱製品、事業規模等）
を踏まえ、各業界等が自主的に作成する製品安全に関する業界指針や
ガイドライン等
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〇 リコール協力を含む流通事業者の自主的取組を促すため、製品安全におけ
る原則と指針を示したガイドを策定し公表（平成２５年７月）。

〇 流通事業者向けセミナーを開催する等、ガイドの周知を図るとともに、各業
界団体が作成する個別指針（業界指針、ガイドライン等）の作成を支援。

中小家電 ＤＩＹ 通信販売
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５－５ 事業者における製品安全意識の一層の向上

○ 製品安全に積極的に取り組んでいる企業を表彰する
「製品安全対策優良企業表彰制度」は、本年度で８回
目を迎える。これまでに６４企業・団体が受賞。

○ 企業において製品安全を担う高度人材を育成す
るプログラムを開発・実証し、製造・輸入事業
者から流通・販売事業者まで製品安全対策に精
通したスキルを持つ人材を育成

企業の実務経験者等

製品安全
高度人材育成
プログラム

企業
（輸入）

企業
（製造）

企業
（流通）

企業
（販売）

製品安全
高度人材

品質管理
担当者

製造現場
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

製品安全
担当者

安全意識の向上 リスク評価現場改善

サプライチェーン全体で製品安全を確保するため、昨年度
から製造・輸入事業者、小売販売事業者に限らず、社会の
製品安全文化の定着に寄与している企業や団体を特別賞
として表彰。

経済産業大臣賞を３回以上受賞した企業に「製品
安全対策ゴールド企業マーク」の使用を認める。

仕入
担当者

販売
担当者

サプライチェーンを構成する事業者全体で製品安全に取り組む体制を整備

１．製品安全高度人材育成プログラムの開発・実証 ２．製品安全対策優良企業表彰制度
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５－６．製品安全優良企業コミュニティ（仮称）の創設

（１）製品安全優良企業コミュニティは、政府が促進しているサプライチェーン全体で製品安全に取り組む体制の構
築に向けた 先駈けとして、製造・販売の業種・業態の枠や大企業・中小企業の垣根超えた受賞企業間での異業種
交流の場を提供。

（２）受賞企業と審査委員等の製品安全の専門家、経済産業省・ＮＩＴＥ等との交流を通じて、更なる製品安全の取り
組みの向上と製品安全文化の醸成を図る。

サプライチェーンを構成する事業者全体で製品安全に取り組む体制を整備

＊共通の目的、関心事項を有する
企業や取り組むテーマに関心を有
する企業が意見交換を行う場とし
て、コミュニティの下にワーキング・
グループ（仮称）を設置。

ＷＧのイメージ



ご清聴ありがとうございました。
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ご意見・ご質問、製品安全に関する情報については

商務流通保安グループ製品安全課 までご連絡ください。

電話：０３（３５０１）４７０７

Fax：０３（３５０１）６２０１

URL：経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp

経済産業省製品安全ガイド
http://www.meti.go.jp/product_safety/

※製品安全施策については、
「製品安全ガイド」で検索

製品安全ガイド 検 索


